
道路啓開計画ガイドライン【地震・津波編】 その他（８号関係について）

広域降灰の影響範囲

②複合災害（自然災害：火山災害（広域降灰））

出典：首都圏における広域降灰対策ガイドライン（令和7年3月 内閣府（防災担当））

https://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/pdf/honbun.pdf

富士山噴火後
15日目（最終）

※首都圏における広域降灰対策ガイドラインを参考に事務局にて作成

西南西風卓越ケースの降灰範囲
（影響下の人口・資産が大きくなるケース）

別図９－３


